
道路施設の管理について 

○道路上の白線（路面標示） 

道路上には路面標示（区画線・道路標示）と呼ばれる線や文字があります。路面標示には道

路法に基づき道路管理者（市など）が引くものと道路交通法に基づき都道府県公安委員会（警

察）が引くものにわかれています。 

『道路管理者は、道路によって異なります。』 

道路種別 管理者 

国道１６号 国土交通省 千葉国道事務所   

お問合せ先   043 (287) 0311  

その他国道、県道 千葉県 市原土木事務所     

お問合せ先   0436 (41) 1300  

市道等 市原市         

お問合せ先   0436 (22) 1111 

自動車専用道路（高速道路）       東日本道路㈱（ネクスコ東日本） 

お問合せ先   0570 (024) 024  
 

以下に各路面標示の例と設置及び管理者を示します。 

①『道路管理者が設置及び管理』 

歩 道

外側線
（歩道のある道路）

路面標示
車 道

 

減速マーク減速ドット

 



交差点マーク 路面標示

ドット線

 

②『公安委員会（警察）が設置及び管理』 

外側線
（歩道の無い道路） 横断歩道

停止線

横断歩道
予告標示

（ダイヤマーク）

速度規制

追越し禁止等
(黄色い実線)

 

 

 

 

 

※ 薄くなってしまった路面標示の引き直し、新設については、各管理者にご連絡くださ

い。 

道路管理者（道路維持課及び南部土木事務所）では新たに設置する区画線については、

現地調査及び公安委員会との協議によって設置の可否を検討して対応しています。 

 

 

進行方向別通行区分
または 進行方向


